
議案第１ ２１号

ひた ちな か市土採取事業の 規制 に関 する 条例 の一加を 改ｊＥす る条例

制定 につ いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

ひた ちな か市 土採 取事業の 規制 に関 する 条例 の一郎を 改ｍ する 条例 を鬚紙の とお

り制 定す る。

令和 ３年 １２ 天１　 ２日　 提出

令和　 年　　 ＪＩ 日 議決

ひた ちな か市長　 大　谷

１

明



ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市 上採 取事 業の 規制 に関 する 条例 の一 部を 改‾ＶＥ する 条例

ひた ちな か市 上採 取事業の 規制 に関 する 条例 （平 成１ ９年 条例 第３ ３号）の 一部

を次 のよ うに 改ＸＥす る。

第３ 条第 ２項 中「 受け たも ので ある 場合 」を 「必 要と する もの であ る場 合（ 售該

許‾白丁 を受 けた 後に 土地 の復 乳に係る 部分 の私積を ５， ００ ０平 方メ ート ル未満に変

更し よう とす る場合を 除く 。） 」に改め る。

第６ 条の次に 次の １条 を加 える。

（事前協議）

第６ 条の ２　 次条 第１ 項又 は第 １１ 条第 １項 の規 定に よる 許‾罵の 申請 をし よう とす

る者 は， 規則 で定 める とこ ろに より ，あ らか じめ ，土採取事業 の計画に つい て市

長と 協議 し， その 指導 を受 ける もの とす る。

別表 を次 のよ うに 改め る。

緊表 （第 １２ 条関 係）

種別 土採 取場の面積 手数料の金額

土地 の復 元を 伴わ

ない 上採 旬、事業

土ｊきの 復元 を伴う

土採取事業

上採取事業

許‾篤申 請手

数料

１， ００ ０平 方メ ート ル未満 ２， ０　０　０Ｆｌｊ １５ ，０ ００円

１， ００ ０平 方メ ート ル以上

３， ００ ０平方メ ート ル未満

３， ００ ０円 ３１ ，０ ００円

３， ００ ０平 方メ ート ル以上

５， ・０ ００ 平方 メー トル 未満

４， ００ ０Ｆ９ ４４ ，０　０　０Ｆｌｊ

５， ００ ０平 方メ ート ル以上 １０ ，０　０　０ＦＩＩ ８０ ，０ ００円

上採 取事業

変更 許丿丁申

請手数料

１， ００ ０平 方メ ート ル未満 １， ０　０　０Ｆｌｊ ７， ００ ０円

１， ００ ０平 方メ ート ル以上

３， ００ ０平 方メ ート ル未満

１， ５０ ０円 １６ ，５ ００円

３， ００ ０平 方メ ート ル以上

５， ００ ０平 方メ ート ル未満

２， ００ ０円 ２９ ，０ ００ Ｐヨ

５， ００ ０平 方メ ート ル以上 ５， ００ ０ＰＩ ４８ ，０ ００円

備考

２



１

２

１

２

土採 取場 のｔｉ積 の変 更に 係る 土採 取事 業変 １た さｊｌ申 請手 数料 の金 額は ，肖

該変更後 の土採取場の 面積 によ る。

この 表の 規定 にか かわ らず ，茨城県 土砂等に よる 上ｊセの ミ］ぐｚ：て 等の 規制に

関す る条例第 ６条 第１ 項の 規定 によ る許 ‾叭をら 要と する 場合 （肖 該許 ｊｌｒを受

けた 後に 土地 の復 元に 係る 部分 の面 積を ５， ００ ０平 方メ ート ル未満に 変更

しよ うと する 場合 を除 く。 ）に おけ る手数料 の金 額は ，土 採取事業 たｊｌ申 請手

数料 にあ って は１ ０， ００ ０Ｆ］， 土採 取事 業変 更許 ｊｊｌ申 請手 数料 にあ っては

５， ００ ０Ｆ９と する。

付　則

（施 行期 日）

この 条例 は， ぬ布 の日 から 施行する。

（経ａ措置）

改ｉＥ後 のひ たち なか 市上 採取 事業 の規 制に Ｍす る条 Ｍ（ な下 「新 条Ｍ 」と いう 。）

第３ 条第 ２Ｊミａ ，第 ６条 の２ 八び ＳＩ」表 の規 ｔは ，こ の条 Ｍの 施行 の日 ｀畆後に 新条例

第７ 条第 １項 又は 第１ １条 第１ 項の 規定 によ る許 Ｒ「 の申 請が され る上 採取 事業

（新 条例 第２ 条第 ２号 に規 定す る上採取事業 をい う。 ）に つい て適 Ｊ１１す る。

３－



４

参考資料

ひた ちな か「れ土採取事業の規制に 関す る条例新 １日 対照表 Ｎ０ ．１

旧 新 備薦

（適用範囲）

第３ 条　 この 条例 は， 土採取事業を 行う 場合 にお いて ，次 の各 号の いずれかに

該芭する もの に適用す る。

（１ ）・ （２ ）　略

２　 前項の規定に かかわら ず， この 条例 は， 次の各号のいずれかに該售する土

採取事業 を行 う場合及び土採取事業のう ち土地の復ニ瓦に係る 部分が茨城県土

砂等によ る土地の埋立て等の規制に関する条例（平成 １５ 年茨城県条例第６

７号）第６条第１ 項の規定によ るたｊｌを受けたものである場合において萢該

土地の復元を行う とき については適ルｊ しない。

（１ ）～ （３ ）略

（土まの所有者の責務）

第６ 条　略

（土掻取事業の許ｊＴ）

第７ 条　略

（適 ＨＩ 範囲）

第３ 条　 この条例 は， 土採取事業を行う 場合にお いて，次の各号の いずれかに

該葹する ものに適用す る。

（１ ）・ （２ ）　略

２　 前項の規定にかかわら ず， この条例 は， 次の各号のいずれかに該萢する土

採取事業 を行 う場合八 び土採旬、事業の うち 土ｔ の復 元に係る 部分 が茨城県土

砂等によ る土ｔのミ立て等の規鼈に関する条例（平成 １５ 年茨城県条例第６

７号）第 ６条 第１ 項の 規定 によ る許虱を 必要 とす るも ので ある 場合 （ち該許
一一一一－・

‾叭を受 けた後に土地の復元に係る 部分のほ積を ５， ００ ０平方メ ート ル未満

に変 更し よう とす る場合を 除く 。） にお いて 范該 土地 の復 元を 行う とき につ
ｇｙＶＶ ＶＶ ＶＶ ｊ　　　 ＷＷＶＶＶＷ ｙＶ￥ｙＶｙＶＷ ＶＶＶＷ ｙＶＶ

いて は適用し ない。

（１ ）～ （３ ）略

（土ｔの所有者の 責務）

第６ 条　略

（事前協議）
一一一一一一一

第６ 条の ２　 次条第１ 項又は第 １１ 条第 １項の規定に よる 許ｊｉＴ の申請を しよう

とす る者 は， 規則 で定 める とこ ろに より ，あ らか じめ ，土採取事業 の計画に

ついてｄｊＲ と竊懾こそのｍ４を諒 庄かむ西 と士奏。

（土採取事業の許丿丁）

第７ 条　略
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旧 新 備考

Ｍり表（第１ ２条 関係） ＳＩ」表 （第 １２ 条関係）

種別 土採取事業を行う 【Ｘ域のｔｉ積
一一

手数料の金額 種別 土採む場のｉｉ積 手数料の金額

土ｔの復元を 伴わ

ない土採句、事業

土ｔの復元を伴

う土採取事業

土地 の復元を伴わ

ない土採取事業

土ｔの復元を伴

う土採取事業

土採 取事業

許ｉｉＴ 申請手

数料

１， ００ ０平方メ ート ル未満 ２， ００ ０ＦＩ １　５， ００ ０Ｆ］ 土採 旬、事業

許ｉＴ申 請手

数料

１， ００ ０平方メ ート ル未満 ２， ０　０　０Ｆ９ １５ ，０ ００円

１， ００ ０平方メ ートルな上

３， ００ ０平方メ ート ル未満

３， ００ ０円 ３１ ，０ ００ ＦＩ］ １， ００ ０平方メ ートルな上

３， ００ ０平方メ ート ル未満

３， ００ ０円 ３１ ，０　０　０ＦＩ］

３， ００ ０平方メ ートル以上

５， ００ ０平方メ ート ル未満

４， ００ ０ＰＩ ４　４， ００ ０ＦＩＩ ３， ００ ０平方メ ート ル以上

５， ００ ０平方メ ートル未満

４， ００ ０円 ４　４， ００ ０Ｐモｊ

５， ００ ０平方メ ート ル以上 １０ ，０ ００ Ｆ］ １０ ，０ ００ ＰＩ ５， ００ ０平方メ ート ル以上 １０ ，０ ００円 ８　０， ０　０　０Ｆ９

土採 旬、事業

変更 許‾罵申

請手数料

１， ００ ０平方メ ート ル未満 １， ００ ０ＦＩ ７， ００ ０ＦＩ］ 土採 む事業

変更 許ｊｌ申

請手数料

１， ００ ０平方メ ート ル未満 １， ００ ０ＦＩＩ ７， ００ ０ＦＩ

１， ００ ０平方メ ート ル以上

３， ００ ０平方メ ート ル未満

１， ５０ ０ＰＩ １６ ，５ ００ ＰＩ １， ００ ０平方メ ート ル以上

３， ００ ０平方メ ート ル未満

１， ５０ ０円 １６ ，５ ００円

３， ００ ０平方メ ート ル以 上’

５， ０　０　０平方メ ート ル未満
１１

２， ００ ０円 ２　９， ００ ０円 ３， ００ ０平方メ ート ル以上

５， ００ ０平方メ ート ル未満

２， ００ ０ＦＩ ２　９， ００ ０Ｐニｌ

５， ００ ０平方メ ート ル以上 ５， ００ ０円 ５， ００ ０ＦＩ ５， ００ ０平方メ ート ル以上 ５， ００ ０円 ４　８， ００ ０円

備考

１　 土採取事業を行う 【Ｘ域のｔｉｉ積の変だに係る変更がＦ’り 申請手数料の金額

は， 售フ羸変？１１後の土採を則Ｕまぽ固縦のＳＳによる。

２　 土採取事業を 行う 区域のほｉ積 が５ ，０ ００ 平方 メー トル Ｊ２え上 であ る土

　こて
まこ

ｉ　 こχ（Ｄ
受けるため， 本表の手数料のほか， 茨城県手数料徴収条例 （平成１ ２年

備考

１　 土昼食撮のｉｉＳ｛の 変だ に係 る土採取事業変ぞ匹申 請手数翦の金額

は， 苞夥、変ｊｌ後の土振収撮のＳｍに よる。

２　 この表の規定にかかわらず，茨城県土砂等による土地の七Ｌて等の規

制に関す る条例第 ６条第１ 項の規定によ るｒＦｊｊｌ を必要と する 場合 （售該

おニ ｊ］‘を タ： けた後に土塊をｔｉじを　 メート

ル未満に変だ しよ うと する場合を除 く。 ）におけ る手数料の金額は、土

　す
午肖 こ　午

－

ｉｌ 申請手数料にあっては ５， ００ ０Ｆェ１ とする。


